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「早期経営改善計画」とは税理士等の認定支援機関の
支援を受けて作成する、簡易な経営改善計画（ビジネスモ
デル俯瞰図、資金実績計画表、損益計画、アクションプラン
など）のことです。従来の金融支援を前提とする経営改善計
画とは異なり、より簡潔な手続きで経営計画を作成すること
が可能です。 

この制度の主なポイントは、次のようなことです。 

（１）認定支援機関（税理士等）の助言を受けて簡易な手
続きで計画を作成できる。 

（２）作成費用（モニタリング費用を含む）の１/３を企業が負担
する。 

   2/3は国が支援する（上限２０万円）。 

（３）計画策定から１年後にモニタリング（改善の進捗チェック）
が受けられる。 

（４）必要に応じて本格的な経営改善や事業再生の支援策の
紹介を受けられる。 

〈早期経営改善計画作成のメリット〉

●自社の経営を見直し、経営課題の発見や分析ができ
る。 

●資金繰りの把握が容易になる。 

●事業の将来像を金融機関に伝えることができる。  

「ここのところ資金繰りが不安定だ」「よくわからないが売上

が減少している」「自社の状況を客観的に把握したい」「専

門家から経営に関するアドバイスが欲しい」「経営改善の進

捗についてフォローアップをしてほしい」といった悩みを持つ

経営者に最適な制度です。 

自社の現状を分析する  

（１）自社の現状を過去の業績の推移や「ローカルベンチマー
ク」等で確認します。 

（２）売上構成比別の販売先・販売ルート等と構成比別（金額
別）の主な経費・仕入先を「ビジネスモデル俯瞰図」に記
入し、貴社の概況を確認します。 

（３）現状の問題点を洗い出し、経営課題と改善策を検討しま
す。 
財務目標を立てる 

手順①の現状分析の資料等を基に前々期から当期までの 
「資金実績・計画表」と短期（ないし３か年）の「損益計画」を
作成します。 

アクションプランを作成する

主な経営課題を書き出し、それに対する具体的な行動計
画を書き込んだ「アクションプラン」を作成します。 

「早期経営改善計画書」を提出する 

アフターフォロー（モニタリング）を行う 

提出から１年後に「早期経営改善計画」の進捗状況のモニ
タリングを行います。 
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■内  容 :●国の補助金制度の流れ

       ●早期経営改善計画策定の内容とメリット 

       ●進め方と実践例 

■開催日時  : 平成 29 年 12 月 14 日（木）14：00～16：00（受付 13：30～） 

■会  場  : ベイヒルズ税理士法人 会議室 

■参 加 費  : 無料 

※詳細のお問い合わせ、お申し込みは 045-450-6701（担当 ＭＡＳ課 小川・野毛）まで 

ご連絡ください。

国の補助金を使った『早期経営改善計画策定』セミナーのご案内
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